
入  札  公  告 
 
下記のとおり一般競争入札に付します。 
令和４年８月１９日 
 

契約担当役 
独立行政法人北方領土問題対策協会 

事務局長 鶴田 賢一 
 

記 
 

１ 競争入札に付する事項 
 (1)件  名 北方領土問題啓発用動画の制作等業務 

(2)仕 様 等 入札説明書による 
(3)履行場所 入札説明書による 
(4)契約期間 入札説明書による 
(5)入札方法 落札の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札説明書で示した提

案書を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
 

２ 競争参加資格 
(1) 独立行政法人北方領土問題対策協会契約事務取扱細則第３条の規定に該当しない者

であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために

必要な同意を得ている者については、この限りではない。 
(2) 同契約事務取扱細則第４条の規定に該当しない者であること。 
(3) 国における令和４・５・６年度の一般競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役

務の提供等（広告・宣伝又はその他）」又は「物品の製造（図書類又はその他）」がＡ、

Ｂ、Ｃ又はＤ等級（関東・甲信越地域に限る。）に格付けされた競争参加資格を有する

者であること。 
(4) 国における役務の提供等に係る指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこ

と。 
 

３ 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所 
(1) 所在地 〒１１０－００１４ 東京都台東区北上野１丁目９番１２号 住友不動産上

野ビル９階 独立行政法人北方領土問題対策協会 



(2) 電話番号 ０３－３８４３－３６３０ 
(3)   本公告の日から令和４年９月１４日（水）までの平日の１０時００分から１７時０

０分の間、上記(1)において交付する。 
郵送により入札説明書の交付を希望する場合は、Ａ４版が入る返信用封筒に住所、

会社名及び担当者氏名等を記入の上、２５０円切手を貼付し、上記(1)の場所に送付す

ること。郵送での交付申請の期限は、令和４年９月１２日（月）１７時必着とする。 
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ郵送での交付申請を行って

ください。 
 
４ 入札説明会 
 (1) 日 時 令和４年８月２６日（金） １４時００分  

         〃     １６時００分（予備） 
   ※参加希望多数の場合は、予備の時間でも開催する 
 (2) 場 所 ３(1)に同じ 
 (3) 配付資料 入札説明書、仕様書 
    入札説明会への参加を希望する場合は、令和４年８月２５日（木）１２時までに E-

mail：nyusatsu@tk.hoppou.go.jp 宛に、電子メールにて必ず申し込むこと。 
メールの件名は、「【社名】北方領土問題啓発用動画の制作等業務の入札説明会への参

加について」とし、担当者の所属・氏名・電話番号を記載すること。新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止のため、説明会への参加者数は各社１名とする。 
なお、入札説明会への参加は必須ではない。 
 

５ 企画提案書等の提出期限及び場所 
(1) 期 限 令和４年９月２０日（火）１７時 
(2) 場 所 東京都台東区北上野１丁目９番１２号 住友不動産上野ビル９階独立行政

法人北方領土問題対策協会 
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、できるだけ郵送でご提出くだ

さい。 
 
６ 入札及び開札の日時及び場所 

(1) 日 時 令和４年９月３０日（金）１5 時 
(2) 場 所 独立行政法人北方領土問題対策協会会議室 
(3) 郵送により入札を行う場合は「３ (1)」に示した場所に、同日１２時必着のこと。 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、できるだけ郵送での入札を行

ってください。 
 
７ 入札保証金及び契約保証金  免除 
 
８ 入札の無効 



  本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札

は無効とする。 
 
９ 落札者の決定方法 
  独立行政法人北方領土問題対策協会契約事務取扱細則第１２条の規定に基づいて作成

された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書において明らかにした企画等の要求要件

のうち必須とされた項目をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書

で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 
 
１０ 契約書作成の要否  契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 
 
１１ その他  詳細は、入札説明書及び仕様書による。 
 


